
  

ふるさとくまもと創造人材奨学金返還等サポート制度ＰＲ業務 

公募型プロポーザル募集要領 
 

１ 業務名称 

ふるさとくまもと創造人材奨学金返還等サポート制度ＰＲ業務 

 

２ 業務概要 

（１）業務内容  別紙公募型プロポーザル仕様書のとおり 

（２）委託期間  契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日（水）まで 

（３）委託限度額 ４，０６８千円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ※上記の金額は、提案にあたっての目安となる額であり、契約額は別途設定する予定

価格の範囲内で決定することとなるため、上記の金額と必ずしも一致しない。 

 

３ プロポーザル参加及び業務受託の資格要件 

プロポーザルに参加し、事業を受託する事業者は、以下の要件を満たす必要がある。 

（１）県内に本店又は支店があること 

（２）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要

な経営基盤及び人員体制を有していること 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと 

（４）消費税及び地方消費税並びに県税に未納がないこと 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続開

始の申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立をされた者でない

こと 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続開

始の申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立をされた者でない

こと 

（７）熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年熊

本県告示第８１１号）による指名停止期間中でないこと 

（８）宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと 

（９）暴力団又は暴力団員若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）の統

制下にないこと 

 

４ 委託事業者の選定及び委託契約の方法 

（１）委託事業者の選定にあたっては、企画提案を公募し、提出された企画提案の内容に

ついて、県の審査会が書面及び提案者のプレゼンテーションによる審査を行い、採用

案を決定する。 

（２）県は、採用案を提案した者との間で最終的な契約条件を協議し、双方合意の上で契

約を行う。なお、採択された提案内容は、契約締結時に修正・変更が加えられる場合

がある。 

（３）契約条件が合意に至らない場合は、次点者と契約締結について協議を行うことがあ

る。 

 



  

（４）委託事業者との契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び熊本県

会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第９５条第１項第１号の規定による単独

随意契約とする。 

（５）契約の相手方は、熊本県会計規則第７７条第１項の規定により、県が指定する日時

までに契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の金額を納付する必要がある。

ただし、同規則第７８条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 

５ プロポーザルへの参加表明 

  プロポーザルへの参加希望者は、参加表明書（様式１）に必要な添付書類を添えて県商

工政策課に提出すること。 

（１）提出書類 

□ 参加表明書（様式１） 

□ 添付書類 

□ア 組織体制に関する書類 

□イ 直近１事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

□ウ 定款の写し 

□エ 事業所の履歴事項全部証明書 

□オ 納税証明書（消費税及び地方消費税並びに県税に未納がないことの証明） 

□カ 熊本県暴力団排除条例に関する誓約書 

※令和９年（２０２７年）３月３１日までの熊本県競争入札参加資格（業務委

託）を有する参加希望者については、上記イ～カの提出は不要とするが、資格審

査結果通知書の写しを提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年（２０２６年）５月１８日（月） 正午（必着） 

※持参、郵送またはメールで提出すること。 

※メールによる提出の場合は、おって原本を持参または郵送すること。 

（３）提出先 

   熊本県商工労働部商工政策課 政策班（熊本県庁行政棟本館７階） 

   住所：熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 

   メールアドレス：kumakatsusupport@pref.kumamoto.lg.jp 

 

６ 質問と回答 

（１）質問の受付期間は、令和８年（２０２６年）５月１８日（月）正午までとし、質問

書（様式３）にて電子メールにより行う。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

（２）質問及び回答内容について、プロポーザルの公平性を保つために、県ホームページ

での内容の公表等を行う場合がある。 

（３）受付期間後の質問については、原則として回答しない。 

（４）提出先メールアドレス：５（３）に同じ。 

 

７ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

以下の①～④の書類を紙に印刷し、提出すること。 



  

① 企画提案書（様式２）    ：正本１部 副本５部 

② 企画提案プレゼンテーション資料（任意様式） ：６部 

・プロポーザル仕様書及び９の審査基準を参照のうえ作成すること。また、別表

「企画提案プレゼンテーション資料の記載事項」に記す事項等について明記す

ること。（項目番号を合わせるなど、別表とプレゼンテーション資料内の該当

箇所の対応関係が分かるようにすること。） 

・枚数の制限はないが、プレゼンテーションの時間（15～20分前後を想定）等も

踏まえ、要点を押さえた内容とすること。 

・Ａ４サイズで作成し、ページ番号を振ること。 

③ 会社概要（任意様式。既存のパンフレット等で可）：６部 

④ 事業者の取組に関する申出書（様式４）：１部 

     ・該当する評価項目等ある場合は、添付書類の写しも併せて提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年（２０２６年）５月２５日（月）正午（必着） 

※ 持参又は郵送のこと。メールでの提出不可。 

（３）提出先 

５（３）に同じ。ただし、メールでの提出は不可。 

 

８ 委託業者の審査方法 

  県が設置する審査会により、提出された企画提案の内容について、書面及び提案者のプ

レゼンテーションによる審査を行い、採用案を決定する。 

  ただし、審査の結果、一定の基準を満たす提案がない場合は、採用案を決定しない。 

 

９ 審査基準 

 

審査項目 配点 審査基準 

１ 企画内容 ３０ ・熊本県内の学生のみならず、県外在住の若者（学生及び概ね３５歳

以下の社会人等）、保護者等の関係者に効果的な訴求を図るものと

なっているか 

・イベント等でのＰＲについて、優れた案が提案されているか 

・参加企業限定のリアルイベントについて、優れた案が提案されてい

るか 

・県内企業等に効果的な訴求を図るものとなっているか 

・参加企業の認知度向上に寄与する、優れた提案がなされているか 

・提案内容の実施時期や回数等は、若者・保護者等及び県内企業等の

動向をとらえており、効果的に実施されるものとなっているか 

・事業者独自の創意工夫による優れた提案があるか 

２ 業務実施体制等 １０ ・十分な業務実施体制を備えているか 

・過去に類似業務を受託した実績があるか 

・業務スケジュールは計画的で、委託者と密接な連携を取りつつ業

務を実施することが可能であると認められるか 

３ 経済性 ５ ・企画内容に対して、効率的で妥当と認められる経費が見積もられ

ているか 



  

４ 事業者の取組 

（公告日現在） 

５ ・熊本県ブライト企業の認定を受けているか 

・障害者支援施設等からの物品及び役務の調達実績（当該年度また

は前年度）があるか 

・協力雇用主制度に登録しているか 

・事業活動温暖化計画書制度の対象事業者（義務及び任意）、エコア

クション 21、RE100、再エネ 100宣言 RE Actionのいずれかの認定

等、または森林呼吸量認定書の交付実績（当該年度または前年

度）があるか 

・熊本県渋滞対策パートナー登録制度に登録しているか 

・熊本県 SDGｓ登録制度に登録しているか 

・パートナーシップ構築宣言に登録しているか 

合計 ５０  

 

１０ 結果の通知 

プロポーザルの結果（提案の採否）は、後日、書面で通知する。 

 

１１ 日程 

（１）ホームページ掲載  ：令和８年（２０２６年）５月 ７日（木） 

（２）参加表明書提出期限  ：令和８年（２０２６年）５月１８日（月）正午 

（３）企画提案書提出期限   ：令和８年（２０２６年）５月２５日（月）正午 

（４）プロポーザル審査会  ：令和８年（２０２６年）６月 ２日（火）予定 

（５）見積書徴取、業務委託契約：審査会実施、詳細仕様協議後速やかに 

（６）業務完了期限   ：令和９年（２０２７年）３月３１日（水）  

 

１２ その他 

（１）提出された企画提案書は返却しない。 

（２）企画提案書等の作成及びこれらに係る附帯作業の経費等は、提案者の負担とする。 

（３）受託候補者の決定後、契約締結までの間に、受託候補者が「３ プロポーザル参加

及び業務受託の資格要件」に規定する要件を満たさなくなった場合には、契約を締

結しないものとすることができる。 

（４）参加表明書提出後に参加を取り下げる場合は、理由等を記載した取下げ申出書（様

式自由）を提出すること。 

（４）プロポーザルの公正な実施を妨害するおそれがある行為は禁止する。 

（５）プロポーザル参加申請が１者であっても、審査会を実施する。 

（６）本委託業務によって得られる著作権その他の権利は、すべて熊本県に帰属するもの

とする。 

（７）提出された企画提案書は、熊本県情報公開条例（平成 12年熊本県条例第 65号）に

基づき公開することがある。 

  



  

（別表）企画提案プレゼンテーション資料の記載事項 

 

１ 企画内容 

 

(1) 広報対象の明確化 

制度のＰＲ全体像（実施事項の概要等を含む）を記載してください。 

形式は自由ですが、プロポーザル仕様書４の内容を踏まえ、必要な事

項を記載してください。 

(2) 若者・保護者向けの広報 

県内外の若者・保護者等に向けた広報の具体案を記載してください。 

① イベントや大学等でのＰＲ 

イベントや大学等でのＰＲの具体案を記載してください。 

② その他 

①の他、県内外の若者・保護者等に向けた、本制度のＰＲのため企画

する事柄を記載してください。 

(3) 県内企業等向けの広報 

県内企業等に向けた広報の具体案を記載してください。 

(4) マッチング率向上の方策 

登録した若者と参加企業のマッチング率を向上させる方策を記載して

ください。 

① 参加企業限定のリアルイベントの開催 

参加企業限定リアルイベントの具体案を記載してください。 

(5) 参加企業の認知度向上に向けた広報 

参加企業の認知度向上に向けた広報の具体案を記載してください。 

２ 業務実施体制等 (1) 業務実施体制 

業務実施体制図等（リーダー、コアメンバーの配置及び実績・業績が

分かるもの）を記載してください。 

(2) 業務スケジュール 

令和 9年（2027年）3月 31日までの業務スケジュール案を記載して

ください。 

３ 経済性 (1) 本委託業務に係る参考見積 

企画提案した事項の実施に必要な経費はすべて計上し、内訳について

も記載してください。 

 

４ その他 (1) その他 

上記１～３の記載事項以外で特記すべき事項があれば記載してくださ

い。 

 

 


